
中学校入学支援金確認フローチャート 

 

・令和８年の入学式時点で米原市内に住所がある中学１年生の子どもがいる。 

・市税等および学校給食費の滞納がない。 

・生活保護を受給していない。 
                                                  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
交付金額は、以下のとおりです。 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

※１ 家族構成に変更があった場合は、交付対象とならないことがあります。 

※２ 前年分の所得で教育委員会が定める基準については、市ウェブサイトに

判定シュミレーションを掲載しています。 

 

 

 

 

 

 
【お問合せ先】 
米原市教育委員会事務局 教育総務課（本庁舎2階） 
電話 0749-53-5151 FAX 0749-53-5129 

支援金の対象外です 

  
生

徒１人 
    

全ての項目に 

該当する。 

入学 

 
支援金の対象です 

①児童扶養手当を受給している。 
交付額は生徒１人
当たり9万円です。 

②前年(令和６年)分の所得が教育委
員会の定める基準以下である。※
２ 

交付額は生徒１人
当たり9万円です。 

③上記①、②いずれにも該当しない
方 

交付額は生徒１人
当たり６万円です。 


